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本庄市では、昨年 PayPay 株式会社と「キャッシュレス推進に関する包括連携協定」を

締結しています。この協定に基づき、PayPay を活用したキャンペーンを実施し、市内の消

費活性化を図り、中・小規模事業者を支援するとともに、市内におけるキャッシュレス決

済導入を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○添付資料 キャンペーンチラシ １部 

 

 

問合せ先 

○本件記事に関すること 経済環境部 商工観光課 担当：仲原 

                       電話：０４９５（２５）１１７５ 

○広報全般に関すること 企画財政部 広報課 担当：鳥羽 

                      電話：０４９５（２５）１１５５ 

 ○期  間：令和４年２月１日(火)～28 日(月) 

○ポイント付与上限： 

1,000 円相当（1 回あたり）、5,000 円相当（期間中） 

○内  容：市内の対象店舗で、期間中に PayPay 残高で支払いをした場合、 

      決済金額の最大 20％の PayPay ボーナスを後日付与 

〇対象店舗：市内の PayPay が利用できる店舗等（約 650 か所） 

      （病院・調剤薬局・大手チェーンなど一部対象外店舗を除く） 

「本庄にエールを！対象店舗で PayPay 残高でのお支払いで 

最大 20％戻ってくる」キャンペーンを実施します。 






